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料

は
し
が
き

資

私
共
は
、
国
際
共
同
研
究
「
東
ア
ジ
ア
文
化
と
近
代
法
ー
ー
ー
日
本
と

韓
国
の
比
較
研
究
を
通
し
て
」
(
研
究
代
表
者
・
今
井
弘
道
)
の
分
化
会
、

経
済
法
班
(
研
究
代
表
者
・
厚
谷
裏
児
)
に
属
し
て
、
日
韓
の
独
占
禁
止

法
制
の
比
較
研
究
を
し
て
い
る
。
経
済
法
班
の
報
告
が
資
料
と
し
て
『
北

大
法
学
論
集
』
に
載
る
の
は
初
め
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
、
①
経

済
法
班
の
研
究
メ
ン
バ
ー
、
②
こ
れ
ま
で
実
施
さ
れ
た
共
同
研
究
、
③
共

同
研
究
の
現
段
階
の
成
果
(
私
見
)
を
書
い
て
お
き
た
い
。
最
後
に
、
④

本
号
と
次
号
に
分
け
て
連
載
さ
れ
る
資
料
の
掲
載
方
法
に
つ
い
て
コ
メ
ン

ト
す
る
。

(
l
)
経
済
法
班
の
研
究
メ
ン
バ
ー

韓
国
側
か
ら
、
孫
珠
瑠
(
元
延
世
大
学
校
・
法
科
大
学
教
授
、
大
韓

民
国
学
術
院
会
員
)
、
朴
士
口
俊
(
延
世
大
学
校
・
法
科
大
学
教
授
)
、
洪

復
基
(
延
世
大
学
校
・
法
科
大
学
教
授
)
、
研
究
協
力
者
と
し
て
、
金

賛
鎮
(
弁
護
士
)
、
李
南
基
(
公
正
去
来
委
員
会
常
任
理
事
)
が
参
加

し
て
い
る
。

日
本
側
か
ら
、
厚
谷
裏
児
(
北
海
道
大
学
法
学
部
教
授
)
、
実
方
謙

二
(
神
戸
学
院
大
学
法
学
部
教
授
)
、
向
田
直
範
(
北
海
学
園
大
学
法

学
部
教
授
)
、
稗
貫
俊
文
(
北
海
道
大
学
法
学
部
教
授
)
、
和
田
健
夫
(
小

樽
商
科
大
学
教
授
)
が
参
加
し
、
平
成
九
年
度
か
ら
新
た
に
中
山
武
憲

(
名
古
屋
経
済
大
学
法
学
部
教
授
)
が
参
加
し
た
。

(
2
)
実
施
さ
れ
た
共
同
研
究
(
経
済
法
班
)

(
イ
)
第
一
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
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平
成
七
年
一

O
月
二
三
日
か
ら
一
七
日
ま
で
、
名
古
屋
大
学
に
お

い
て
開
催
し
た
。
実
方
謙
二
「
日
本
の
独
占
禁
止
法
の
規
定
の
構
成

と
そ
の
機
能
」
、
稗
貫
俊
文
「
不
公
正
な
取
引
方
法
の
規
定
と
規
制

の
内
容
」
、
朴
士
口
俊
「
不
公
正
去
来
の
禁
止
に
つ
い
て
」
を
そ
れ
ぞ

れ
報
告
し
て
討
論
し
た
。

(
ロ
)
第
二
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

平
成
八
年
二
月
二
五
日
か
ら
二
九
日
ま
で
、
延
世
大
学
校
に
お
い

て
開
催
し
た
。
和
田
健
夫
「
カ
ル
テ
ル
規
制
の
現
状
」
、
向
田
直
範
「
企

業
結
合
規
制
の
現
状
」
、
李
南
基
「
韓
国
の
公
正
去
来
の
実
務
」
を

そ
れ
ぞ
れ
報
告
し
て
討
論
し
た
。

(
ハ
)
第
三
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

平
成
八
年
一

O
月
一
九
日
か
ら
一
一
一
一
一
日
ま
で
、
延
世
大
学
校
に
お

い
て
開
催
し
た
。
向
田
直
範
「
日
本
の
景
品
表
示
規
制
法
の
改
正
問

題
」
、
和
田
健
夫
「
日
本
の
事
業
者
団
体
活
動
規
制
の
現
状
と
問
題
」
、

孫
珠
賛
「
公
正
去
来
法
第
五
次
改
正
に
つ
い
て
(
中
間
報
告
)
」
を

そ
れ
ぞ
れ
報
告
し
て
討
論
し
た
。



東アジア文化と近代法 (6) 

(
ニ
)
第
四
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

平
成
九
年
二
月
一

O
日
か
ら
一
五
日
ま
で
、
札
幌
市
内
の
ホ
テ
ル

と
北
海
道
大
学
に
お
い
て
開
催
し
た
。
孫
珠
賛
「
公
正
去
来
法
第
五

次
改
正
に
つ
い
て
」
、
洪
復
基
寸
韓
国
の
公
正
去
来
法
と
大
規
模
企

業
集
団
の
規
制
」
、
厚
谷
裏
児
「
日
本
に
お
け
る
最
近
の
企
業
結
合

規
制
の
動
向
L

を
そ
れ
ぞ
れ
報
告
し
て
討
論
し
た
。

(
ホ
)
第
五
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
(
予
定
)

平
成
九
年
七
月
二

O
日
か
ら
一
一
一
二
日
ま
で
、
札
幌
市
内
の
ホ
テ
ル

で
行
う
。
朴
吉
俊
「
韓
国
に
お
け
る
下
請
け
取
引
の
公
正
化
に
関
す

る
法
律
」
、
稗
貫
俊
文
「
日
本
の
独
占
禁
止
法
と
技
術
取
引
」
、
李
南

基
「
公
正
去
来
法
と
事
業
者
団
体
」
の
各
報
告
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

(
3
)
共
同
研
究
の
現
段
階
の
成
果
(
私
見
)

国
際
共
同
研
究
に
参
加
す
る
日
韓
の
経
済
法
学
者
は
、
共
同
研
究
を

開
始
し
て
以
来
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
独
占
禁
止
法
の
歴
史
と
現
状
に
関

心
を
深
め
て
き
た
。
日
韓
の
独
占
禁
止
法
の
運
用
の
歴
史
は
一
見
す
る

と
似
て
い
る
。
欧
米
の
法
文
化
の
所
産
で
あ
る
独
占
禁
止
法
を
継
受
し

た
と
い
う
意
味
で
、
国
家
主
導
の
後
発
の
工
業
国
と
し
て
「
助
成
や
規

制
の
少
な
い
自
由
な
経
済
」
の
経
験
を
も
た
な
い
市
場
を
対
象
に
し
た

と
い
う
意
味
で
、
さ
ら
に
法
継
受
の
後
に
相
応
の
変
質
を
経
験
し
て
い

る
と
い
う
意
味
で
、
似
て
い
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
に
も
か
わ
ら
ず
、
敗
戦
後
に
、
財
閥
解
体
を
経
て
独
占
禁

止
法
を
制
定
し
た
日
本
と
、
戦
後
に
血
縁
で
結
び
付
い
て
形
成
さ
れ
た

財
関
群
が
存
在
す
る
な
か
で
遅
れ
て
一
九
八

O
年
に
「
独
占
規
制
及
び

公
正
去
来
に
関
す
る
法
律
」
を
制
定
し
た
韓
国
と
で
は
、
独
占
禁
止
政

策
の
役
割
に
対
す
る
期
待
が
異
な
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
経
済
法
班
の
日

韓
メ
ン
バ
ー
の
関
心
も
異
な
る
。
た
と
え
ば
、
近
時
の
日
本
の
持
株
会

社
解
禁
論
は
、
韓
国
の
共
同
研
究
者
の
強
い
関
心
(
警
戒
心
と
い
っ
て

も
い
い
)
を
呼
ん
だ
。
他
方
、
日
本
の
独
占
禁
止
法
研
究
者
は
、
五
度

目
の
改
正
を
経
た
、
韓
国
の
財
閥
H
大
規
模
企
業
集
団
に
対
す
る
公
正

去
来
法
の
規
制
の
体
系
的
及
ぴ
法
技
術
的
な
進
展
に
関
心
を
寄
せ
て
い

る。
実
務
的
な
関
心
が
優
先
す
る
た
め
、
東
ア
ジ
ア
法
文
化
圏
に
お
け
る

日
韓
の
共
通
性
と
異
質
性
と
い
う
観
点
か
ら
の
議
論
は
十
分
で
は
な
い
。

あ
え
て
言
え
ば
、
独
占
禁
止
法
制
を
受
容
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
変
質
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
部
分
に
、
し
た
が
っ
て
立
法
過
程
や
法
運
用
で
独
占
禁

止
政
策
の
後
退
し
た
部
分
に
、
東
ア
ジ
ア
法
文
化
圏
と
し
て
の
共
通
性

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
私
た
ち
(
日
本
側
)
は
殆
ど
が
、

独
占
禁
止
法
の
研
究
者
で
あ
り
、
東
ア
ジ
ア
法
思
想
史
の
知
識
を
基
礎

に
法
文
化
論
を
論
じ
る
素
養
は
な
い
。
当
面
の
実
務
的
な
課
題
に
関
心

が
傾
く
の
は
仕
方
が
な
い
。
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事ヰ

経
済
法
班
の
研
究
は
、
新
た
な
問
題
意
識
を
生
み
出
す
可
能
性
が
あ

る
。
独
占
禁
止
政
策
の
国
際
的
な
調
和
の
可
能
性
と
い
う
問
題
意
識
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
課
題
を
実
現
す
る
前
提
と
し
て
、
独
占
禁
止
法
の

執
行
力
を
測
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
一
九
九
六
年
の

O
E
C
D

経
済
局
の
報
告
書
は
、
各
国
の
独
占
禁
止
法
の
執
行
力
を
測
定
す
る
こ

と
は
容
易
で
は
な
い
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
独
占
禁
止
法

の
実
体
規
定
の
内
容
、
適
用
除
外
と
さ
れ
る
事
業
分
野
・
事
業
活
動
の

範
囲
、
違
反
摘
発
件
数
な
ど
に
よ
り
、
ま
た
執
行
当
局
の
予
算
規
模
や

事
務
局
の
ス
タ
ッ
フ
数
に
よ
り
、
執
行
力
を
一
応
測
定
で
き
る
と
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
国
際
比
較
の
方
法
の
確
立
が
、
敢
え
て
い
え
ば
二

国
間
だ
け
の
法
制
度
の
比
較
を
越
え
て
、
よ
り
広
い
国
際
的
な
観
点
か

ら
の
比
較
を
可
能
と
さ
せ
る
だ
ろ
う
。

(4)
資
料
の
掲
載
形
式
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト

私
共
の
共
同
研
究
は
、
日
韓
そ
れ
ぞ
れ
の
独
占
禁
止
法
制
の
知
識
を

共
有
す
る
作
業
か
ら
始
め
た
。
ま
た
、
共
同
研
究
は
、
前
述
の
よ
う
に
、

法
実
務
的
な
レ
ベ
ル
に
関
心
が
傾
斜
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
の
個
々
の
報
告
は
独
立
し
た
意
義
を
も
つ
が
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

単
位
で
諸
報
告
を
一
括
す
る
意
義
は
乏
し
い
。
そ
こ
で
、
第
一
回
か
ら

第
四
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
な
か
で
日
本
側
に
と
っ
て
関
心
の
強
か
っ
た

韓
国
側
の
報
告
、
日
本
側
の
報
告
で
も
資
料
的
価
値
が
あ
る
と
思
う
報

資

告
を
掲
載
す
る
こ
と
に
し
た
。

た
だ
、
今
回
の
掲
載
の
形
式
は
、
「
北
大
法
学
論
集
」
編
集
委
員
会

の
格
別
な
ご
理
解
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
種
の
企
画
は
一
括
し
て
掲
載
す
る
と
い
う
の
が
編
集
委
員
会
の
従

来
か
ら
の
方
針
で
あ
っ
た
。
今
回
は
、
事
情
が
あ
り
、
孫
先
生
の
報
告

「
一
九
九
六
年
韓
国
『
公
正
去
来
(
取
引
)
に
関
す
る
法
律
』
の
改
正

『
五
次
』
」
(
本
誌
二
号
)
を
先
行
さ
せ
、
和
田
教
授
の
報
告
「
日
本
に
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お
け
る
カ
ル
テ
ル
規
制
」
(
同
三
号
)
と
は
分
け
て
連
続
掲
載
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
従
来
の
編
集
方
針
と
は
反
す
る
が
、
日
韓
の

友
好
的
な
研
究
の
推
進
の
た
め
、
ご
了
解
い
た
だ
い
た
。
今
後
掲
載
す

る
と
き
は
、
一
括
し
て
掲
載
す
る
よ
う
に
務
め
た
い
。
(
文
責

稗
貫
俊
文
)


